
編
集
後
記

議決された主な議案　

会　派　名

※�会派は、政策を中心とした同一の理念を
共有する２人以上の議員で構成されます。
※�会派に属する議員は代表質問を行うこと
ができます。また、議会運営委員会や予
算・決算等特別委員会の委員となること
ができます。

夢
み
ら
い
鎌
倉

鎌

倉

の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を

考

え

る

会

公

明

党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

日
本
共
産
党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

神

奈

川

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

運

動
・
鎌

倉

自
由
民
主
党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

鎌
倉
か
わ
せ
み

ク

ラ

ブ

鎌

倉

ア
ッ
プ
デ
ー
ト

チ
ャ
レ
ン
ジ

無

所

属

議　員　名
※◎は会派の代表者
※�中村聡一郎議員は議長のため、採決には
参加していません。

◎
池
田　
　

実

中
里　

成
光

日
向　

慎
吾

前
川　

綾
子

◎
久
坂　

く
に
え

後
藤　

吾
郎

出
田　

正
道

中
村　

聡
一
郎

◎
大
石　

和
久

児
玉　

文
彦

納
所　

輝
次

◎
吉
岡　

和
江

武
野　

裕
子

高
野　

洋
一

◎
保
坂　

令
子

井
上　

三
華
子

◎
森　
　

功
一

志
田　

一
宏

◎
竹
田　

ゆ
か
り

く
り
は
ら�

え
り
こ

◎
藤
本　

あ
さ
こ

岡
田　

和
則

千　
　
　

一

く
り
林�

こ
う
こ
う

長
嶋　

竜
弘

松
中　

健
治主　　　な　　　議　　　案 議決結果

12
月
定
例
会

そ
の
他

第47号 指定管理者の指定について（鎌倉芸術館） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

第49号 指定管理者の指定について（鎌倉・深沢子育て支
援センター） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － ○ ○ ○

条
例

第55号 鎌倉市学校給食費に関する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第56号 鎌倉市にふさわしい博物館基本計画等策定委員会
条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第59号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を
改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第64号 鎌倉市生涯学習センター条例の一部を改正する条
例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ ○ － － － － － － － ○

第65号 鎌倉国宝館条例等の一部を改正する条例の制定に
ついて 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

補
正
予
算

第66号 令和３年度鎌倉市一般会計補正予算（第10号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

第69号 令和３年度鎌倉市一般会計補正予算（第11号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
会

議
案 第９号 核兵器禁止条約への参加を求める意見書の提出に

ついて 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※�令和３年（2021年）10 月 22 日付で、「鎌倉かわせみクラブ」から長嶋竜弘議員が退会し、無所属となりました。

　

早
い
も
の
で
議
会
新
体
制
と

な
っ
て
か
ら
３
回
目
、
12
月
定

例
会
が
終
了
し
議
会
だ
よ
り
編

集
も
３
回
目
と
な
り
ま
す
。
少

し
で
も
多
く
の
市
民
の
皆
様
に

市
議
会
の
事
を
知
っ
て
も
ら
お

う
、
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
こ

う
、
と
の
思
い
で
広
報
委
員
会

の
メ
ン
バ
ー
は
、
毎
回
意
見
交

換
し
合
い
な
が
ら
、
こ
の
議
会

だ
よ
り
を
編
集
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
皆
様
か
ら
の
ア
イ
デ
ア

な
ど
取
り
入
れ
な
が
ら
バ
ー

ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

　

我
々
の
コ
ロ
ナ
禍
で
の
生
活

も
丸
２
年
が
た
と
う
と
し
て
い

ま
す
。
新
た
な
オ
ミ
ク
ロ
ン
株

の
感
染
拡
大
が
心
配
で
す
が
、

一
日
も
早
く
コ
ロ
ナ
禍
が
終
息

す
る
事
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　

議
会
広
報
委
員

�

児
玉　

文
彦

11
月
臨
時
会

　

緊
急
に
議
会
の
議
決
を
必
要
と

す
る
案
件
が
生
じ
た
た
め
、
11
月

25
日
に
臨
時
会
を
開
催
し
、
市
長

か
ら
５
件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。

　

主
な
議
案
の
内
容
お
よ
び
議
会

に
お
け
る
議
決
結
果
は
次
の
と
お

り
で
す
。

《
市
長
提
出
議
案
》

条
例
関
係
議
案

鎌
倉
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
及
び
鎌
倉
市
任
期
付
職
員
の
採

用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

人
事
院
勧
告
の
内
容
を
踏
ま

え
、
職
員
の
う
ち
、
再
任
用
職
員

お
よ
び
特
定
任
期
付
職
員
以
外
の

職
員
に
つ
い
て
、
期
末
手
当
の

年
間
支
給
割
合
を
現
行
か
ら
０
・

１
５
月
分
引
き
下
げ
る
ほ
か
、
再

任
用
職
員
お
よ
び
特
定
任
期
付
職

員
に
つ
い
て
、
期
末
手
当
の
年
間

支
給
割
合
を
現
行
か
ら
０
・
１
月

分
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で

す
。

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
常
勤
特
別
職
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合

を
引
き
下
げ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

市
長
、
副
市
長
お
よ
び
教
育
長
の

期
末
手
当
の
年
間
支
給
割
合
を
現

行
か
ら
０
・
１
５
月
分
引
き
下
げ

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

補

正

予

算

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
事
業
と
し
て
、
産
婦
配

食
支
援
事
業
、
陽
性
者
搬
送
事

業
お
よ
び
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業

に
係
る
経
費
を
追
加
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
歳
入
歳
出
と
も

に
５
億
９
４
３
８
万
９
千
円
を

増
額
し
、
補
正
後
の
総
額
は
、

６
２
８
億
４
３
４
３
万
６
千
円
と

な
り
ま
す
。

　

議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

《
人
事
案
件
》

監

査

委

員

　

監
査
委
員
に
、
次
の
方
を
選
任

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
で
は

総
員
の
賛
成
に
よ
り
同
意
し
ま
し

た
。

八や

木ぎ　

隆
り
ゅ
う太た

郎ろ
う氏

（
玉
縄
在
住
）

　

任
期
は
、
令
和
３
年
12
月
18
日

か
ら
４
年
間
で
す
。

12
月
定
例
会

　

12
月
定
例
会
で
は
、
議
員
か
ら

１
件
の
議
案
が
、
市
長
か
ら
29
件

の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
議
案
の
内
容
お
よ
び
議
会

に
お
け
る
議
決
結
果
は
次
の
と
お

り
で
す
。

《
議
員
提
出
議
案
》

核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
参
加
を
求

め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

【
議
会
議
案
第
９
号
】（
意
見
書
の

本
文
は
３
面
に
掲
載
）

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

《
市
長
提
出
議
案
》

指
定
管
理
者
の
指
定

　

次
の
２
件
は
、
指
定
管
理
者
の

指
定
を
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法

の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
議
決

を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

【
議
案
第
47
号
】

○
鎌
倉
市
芸
術
館
条
例
に
定
め
る

鎌
倉
芸
術
館
の
指
定
管
理
者
と
し

て
、
鎌
倉
市
芸
術
文
化
振
興
財

団
・
国
際
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
共
同
事

業
体
を
指
定
。
期
間
は
令
和
４
年

４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月
31

日
ま
で
の
５
年
間
で
す
。

　

議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

【
議
案
第
49
号
】

○
鎌
倉
市
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

条
例
に
定
め
る
鎌
倉
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
お
よ
び
深
沢
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
と
し

て
、
シ
ダ
ッ
ク
ス
大
新
東
ヒ
ュ
ー

マ
ン
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
を
指

定
。
期
間
は
令
和
４
年
４
月
１
日

か
ら
令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で
の

５
年
間
で
す
。

　

議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

条
例
関
係
議
案

鎌
倉
市
学
校
給
食
費
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
【
議
案
第
55

号
】

　

市
立
小
学
校
の
給
食
費
を
令
和

４
年
度
か
ら
本
市
の
歳
入
と
し
て

徴
収
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を

定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
令
和

４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
小
児
の
医
療
費
の
助
成
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
【
議
案
第

59
号
】

　

子
育
て
支
援
の
さ
ら
な
る
充
実

を
図
る
た
め
、
小
・
中
学
生
の
養

育
者
の
所
得
制
限
を
撤
廃
し
、
中

学
生
以
下
の
全
て
の
子
ど
も
の
入

院
、
通
院
に
係
る
保
険
適
用
分
医

療
費
の
自
己
負
担
額
を
助
成
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
令
和
４
年
４

月
１
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
【
議
案
第
64
号
】

　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
利
用
区

分
、
時
間
お
よ
び
使
用
料
に
つ
い

て
改
め
る
と
と
も
に
、
指
定
管
理

者
に
行
わ
せ
る
業
務
等
に
つ
い
て

定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
の
利
用
料
金
を
、
６
施
設
の

平
均
で
現
行
の
１
・
２
倍
に
改
め

る
ほ
か
、
閉
館
時
間
に
つ
い
て
、

現
行
の
午
後
10
時
ま
で
を
午
後
９

時
ま
で
を
基
本
と
す
る
よ
う
改

め
、
午
後
10
時
ま
で
は
延
長
利
用

が
で
き
る
よ
う
定
め
る
こ
と
に
加

え
、
集
会
室
に
つ
い
て
は
、
利
用

区
分
を
現
行
の
３
区
分
か
ら
、
２

時
間
単
位
の
５
区
分
に
改
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
多
様
な
市
民
ニ
ー
ズ
に

合
っ
た
学
習
環
境
づ
く
り
を
目
指

し
た
管
理
運
営
の
充
実
を
図
る
た

め
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

し
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業

務
な
ど
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

　

本
改
正
条
例
は
、
令
和
４
年
10

月
１
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

補

正

予

算

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
10
号
）

【
議
案
第
66
号
】

　

次
世
代
テ
レ
ワ
ー
ク
の
環
境
構

築
お
よ
び
モ
バ
イ
ル
端
末
の
導
入

に
係
る
経
費
、
小
児
医
療
費
助
成

の
所
得
制
限
撤
廃
に
よ
る
シ
ス
テ

ム
改
修
等
に
係
る
経
費
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事

業
に
係
る
経
費
、
商
店
街
活
性
化

事
業
費
補
助
金
、
街
路
照
明
灯

維
持
修
繕
料
、
海
浜
公
園
水
泳

プ
ー
ル
設
備
整
備
事
業
に
係
る
経

費
、
中
央
図
書
館
空
調
機
・
排

風
機
修
繕
料
な
ど
を
追
加
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
歳
入
歳
出

と
も
に
８
億
１
６
９
万
１
千
円

を
増
額
し
、
補
正
後
の
総
額
は
、

６
４
４
億
６
０
９
２
万
円
と
な
り

ま
す
。

　

議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
11
号
）

【
議
案
第
69
号
】

　

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特

別
給
付
金
支
給
事
業
に
係
る

経
費
を
追
加
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
歳
入
歳
出
と
も
に

１
億
７
５
０
１
万
７
千
円
を

増
額
し
、
補
正
後
の
総
額
は
、

６
４
６
億
３
５
９
３
万
７
千
円
と

な
り
ま
す
。

　

議
会
で
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※12月定例会では市長提出議案29件、議員提出議案１件、陳情１件の採決を行いました。
　下記以外の議案等への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。
� ○：賛成　－：反対

●議会だより、議会ホームページに関するご意見はこちらへ　〒248-8686（住所は省略できます）議会広報委員会　Ｅ-mail:gikai02@city.kamakura.kanagawa.jp
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